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平成 14 年度環境報告の促進方策に関する検討会報告書 
～環境報告書の比較可能性及び信頼性確保のための基本的枠組みについて～ 

（概要） 
 
はじめに                               
 
検討会設置の趣旨と内容 
平成 13 年度の検討会では、環境報告の普及とその比較可能性及び信頼性の確保に向け
ての課題について、環境報告書作成の容易性を高める、環境報告書作成へのインセンテ
ィブを高める、環境報告書作成と環境保全への取組に対する社会からの適正な評価を確
保するなどの課題があるとし、今後、検討すべき普及促進施策の方向性を検討し、報告
書を取りまとめた。 
平成 14 年度の検討会においては、平成 13 年度検討会報告書に基づき、施策の絞り込
みを行い、第三者レビューを中心に、環境報告書の比較可能性及び信頼性確保のための
基本的枠組みを検討した。 
また、検討にあたっては、「環境報告書の第三者レビューに関するワーキンググルー
プ」を本検討会の下に設置し、実務的な検討を実施した。 

 
検討会委員及びワーキンググループ委員 
検討会委員（敬称略、五十音順、◎印：座長、所属等は３月末現在） 
稲岡  稔  株式会社イトーヨーカ堂 常務取締役 総務本部長 
大竹 公一  大成建設株式会社 安全 環境本部 環境マネジメント部長 
大塚  直  早稲田大学 法学部教授 
◎河野 正男  横浜国立大学大学院 国際社会科学研究科 教授 
上妻 義直  上智大学 経済学部長 
児嶋  隆  岡山大学 経済学部 教授 
菅野 伸和  松下電器産業株式会社 環境本部 環境企画グループマネージャー 
瀬尾 隆史  株式会社損害保険ジャパン 環境・社会貢献部長 
辰巳 菊子  社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会理事 
谷  達雄  株式会社リコー 社会環境本部長 
平井  浩  東京ガス株式会社 環境部長 
藤村コノヱ  NPO法人環境文明 21 専務理事 
山本 良一  東京大学 国際・産学共同研究センター長 
渡邉 泰宏  日本公認会計士協会 環境監査専門部会長、 

中央青山監査法人 社員 
 

ワーキンググループ委員（敬称略、五十音順、◎印：座長、所属等は３月末現在） 
木田 祐子  松下電器産業株式会社 環境企画グループ 

環境コミュニケーションチーム主査 
倉阪 智子  倉阪公認会計士事務所 代表 

◎上妻 義直  上智大学 経済学部長 
児嶋  隆  岡山大学 経済学部 教授 
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角田季美枝  社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 
環境委員会 委員 

夏目有愉子  トヨタ自動車株式会社 環境部企画グループ担当員 
丸山 陽司  株式会社ＫＰＭＧ審査登録機構 代表取締役社長 
渡邉 泰宏  日本公認会計士協会 環境監査専門部会長、 

中央青山監査法人 社員 

 
第１章 環境報告書の基本的機能と普及促進のあり方           
 
環境報告書の基本的機能とそのための必要条件 
環境報告書には、外部（社会的）機能と、事業者自身の環境保全への取組を促進させ
る内部機能の二つの基本的機能があり、事業者の自主的な環境保全活動を推進する上で
きわめて重要な役割を果たすものである。 
こうした環境報告書の基本的機能が十分に発揮されるためには、環境報告書のさらな
る普及と比較可能性及び信頼性の確保の同時達成が必要である。 

環境報告書の基本情報が役立つための必要条件

○全て（大多数）の事業者が環境
　報告書を作成・公表すること

○環境報告書の記載情報が正確であること
○環境報告書が事業活動の状況、方向性を正しく反映していること

同時達成

環境報告書の基本的機能
外部（社会的）機能 内部機能

①事業者と「社会」との環境コミュニケーションツール

②事業者の「社会」に対する説明責任に基づく情報開示ツール

③事業者の「社会」とのプレッジ・アンド・レビューによる

　環境保全活動推進ツール

④事業者自身の環境保全に関する方針・目標・

　行動計画等の策定・見直しのためのツール

⑤経営者や従業員の意識付け、行動促進

　のためのツール

事業者の評価、製品・サービス等の選択（意志決定）のための基本情報

環境報告書の基本的機能とそのための必要条件

環境報告書の普及 環境報告書の比較可能性及び信頼性の確保同時達成

課題１
環境報告書
作成の容易
性を高める

課題２
環境報告書
作成へのイ
ンセンティ
ブを高める

課題３
環境報告書作成と環境
への取組に対する社会
からの適正な評価を確
保する

課題４
環境報告書
の信頼性と
比較可能性
を確保する

課題５
中小事業者の
取組の普及促
進を図る

事業者が「社会」の期待する持続可能な環境保全型社会に向けての
行動を実行し、その方向を指向していること

 
環境報告書に記載された情報の比較可能性及び信頼性の向上 
環境報告書の比較可能性及び信頼性の向上を図るため、事業者や NPO 等においても

様々な自主的な取組が行われ、一定の効果をあげている。環境報告書の比較可能性及び
信頼性を向上していくため、以下に示すような取組が実施されている。 

ア 第三者レビュー 
イ 内部管理の徹底 
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ウ 内部監査基準や環境報告書作成の基準等の公開 
エ 双方向コミュニケーション手法の組込 
オ ＮＧＯ、ＮＰＯとの連携による環境報告書の作成 
カ 社会的に合意された環境報告書作成の基準への準拠 

 
第２章 第三者レビューの類型とその実務の状況             
 
第三者レビューの類型 
環境報告書の第三者レビューを以下の二種類に整理し、検討を進めた。 
・環境報告書の記載情報の正確性及び環境報告書の作成の基準への準拠性を第三者が
レビューする「審査」タイプ 
・現状のように環境報告書の作成の基準が未整備であっても環境保全上の必要性等に
照らして、独自の判断で環境報告書及び事業者の環境保全への取組状況を第三者が
レビューする「評価・勧告」タイプ 

 
比較可能性及び信頼性確保の方策としての第三者レビューのあり方 
第三者レビューの内容や結論に対する利害関係者の誤解を防ぎ、第三者レビューその
ものの信頼性を確保していくためには、一定の共通基盤の中で、その仕組みを構築して
いくことが必要である。 
 本報告書では第三者レビューの実施形態を、「審査」タイプと「評価・勧告」タイプに
整理しているが、共通基盤としての比較可能性と信頼性を向上させていくためには、環
境報告書の記載情報の正確性や作成の基準への準拠性を第三者レビューする「審査」タ
イプについて、事業者の自主的な参加を前提とした仕組みを整備していくことが望まし
いと考えられる。 

基準
　最 低限 の項目につい て共通の 枠組み を
　適用

ガイドライン
　自由な取組による発展を期待

作 成 開 示 及 び 審 査 の
基 準 を 前 提 と し て 、
環 境 報 告 書 の 記 載 情
報を対象とする。

環 境 報 告 書 の 記 載 情
報 だ け で な く 、 環 境
保 全 へ の 取 組 そ の も
のも対象とする。

審　　査

評　　価

勧　　告

環境報告書の第三者レビューの全体イメー ジ

審査・登録の
仕組みの対象
とする部分

現状を整理す
る部分

現
状
で
は
、
様
々
な
種
類
の
第
三
者
レ
ビ
ュ
ー
が
整
理

さ
れ
な
い
ま
ま
に
並
存
し
て
い
る
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第３章 「審査」タイプの第三者レビューに係る仕組みの基本的枠組み   
 
「審査」タイプの第三者レビューにかかる仕組みの基本的枠組み 
 「審査」タイプの第三者レビューについては、事業者の自主的な参加を前提として、
環境報告書に記載すべき最低限の項目について共通の枠組みを整備し、環境報告書記載
情報の正確性及び作成開示基準への準拠性について、実行可能性にも考慮しつつ可能な
限り厳密な審査を実施する仕組みを構築することが適当である。 
この仕組みにおいては、事業者は「環境報告書作成開示基準」（仮称。以下同じ。）に
基づき、自主的に環境報告書を作成し、これを民間非営利団体に登録された「環境報告
審査人」（仮称。以下同じ。）が、「環境報告書審査基準」（仮称。以下同じ。）に基づいて
審査を実施した上で、共通基盤に沿った環境報告書として民間非営利団体に登録するこ
ととなる。 

利害関係者

事　業　者

作成

審査・登録の仕組みの対象とする部分（「審査」タイプの第三者レビュー）

最低限の項目について共通の枠組みを適用し、環境報告書記載情報の正確性及び作成開示
基準への準拠性を審査する。

環境報告審査人

開示・登録

環境報告書審査

「環境報告書審査基準
（仮称）」に基づいて実施
する

一定のインセンティ
ブを付与する

一定の要件に基づ
き「環境報告審査人
（仮称）」を登録する

「環境報告書作成
開示基準（仮称）」
に基づき作成・開
示する

 
 
第４章 「評価・勧告」タイプの第三者レビューのあり方         
 
「評価・勧告」タイプの第三者レビューのあり方 
「評価・勧告」タイプの第三者レビューについては、経営者に対して行われる意味合
いが強く、様々な手法により自由な発展がなされているものである。 
このため、その実施手続及び第三者レビュー実施者の知識・能力等に関する基準を作
成する必要性は現時点では少ないと考えられるものの、評価・勧告の結論を公表した場
合に利害関係者の誤解を招かないような配慮が求められる。 
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第５章 今後に向けて                          
 
今後の課題 
（１）仕組み全体にかかる課題 

管理運営組織など実務運営のあり方、仕組みの透明性の確保、国際的動向との整合
性の確保、審査・登録制度参加へのインセンティブの確保など 

（２）環境報告審査人に係る課題 
環境報告報告審査人の知識・能力の維持、経験の蓄積、倫理基準の策定など 

（３）環境報告書審査のあり方に係る課題 
大規模事業者等に対応した審査のあり方、環境報告書審査の質の確保、虚偽記載に
係る事業者及び環境報告審査人の責任のあり方など 

（４）基準に係る課題 
環境報告書のバウンダリーの取扱い、基準の統一的解釈の確保など 

 
今後の進め方 
本報告書で提案した基本的枠組みは、平成 15 年度以降、優先順位をつけて検討の上、
課題の解決に向けた取組に着手することが必要である。まず、共通基盤の整備に必要不
可欠な環境報告書作成開示基準と環境報告書審査基準を策定し、さらに、可能であれば
パイロット事業を実施してその実行可能性を検証することが望まれる。 
平成13年度報告書で整理された第三者レビュー以外の普及促進策についても必要な取
組を進めるとともに、本報告書で取りまとめた比較可能性及び信頼性確保のための基本
的枠組み－環境報告書の「審査」タイプ第三者レビューの仕組み－の構築を可能な限り
早期に、当面は平成 16 年度を目途に進めていくことを期待するところである。 
さらに、「評価・勧告」タイプについても、利害関係者が公表された評価・勧告の結論
を誤解しないように、第三者レビュー結果の報告等のあり方に関するガイドラインの策
定について検討を開始することが期待される。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以上 

ご意見募集 
環境省では、本検討結果に基づき、環境報告書の第三者レビューの仕組みの構築に向けた取組を進

めていくこととしていますが、仕組みの構築にあたって、本報告書で提示している環境報告書の第三

者レビューの仕組みについて、様々な方々からのご意見も参考にしたいと考えております。 
つきましては、環境報告書の第三者レビューの仕組みについて幅広いご意見を募集いたします。 
 ご意見は、氏名（及び会社名／部署名）、住所、電話番号、FAX番号、電子メールアドレスを記載
の上、下記の連絡先まで、電子メール又はＦＡＸにてご送付ください。 
 いただいたご意見については、氏名（及び会社名／部署名）、住所、電話番号、FAX番号、電子メ
ールアドレスを除き、公開される可能性のあることをご承知おきください。 

送付先：環境省総合環境政策局環境経済課 
FAX：03－3580－9568 E-mail：e-report@env.go.jp 



 
循環型社会形成推進基本計画（抜粋） 
 
 
第３章 循環型社会形成のための数値目標 

 
第２節 取組指標に関する目標 

 
３ 循環型社会ビジネスの推進 
 
（２）環境経営の推進 

アンケート調査結果として、上場企業の約５０％及び非上場企業の
約３０％が環境報告書を公表し、環境会計を実施するようになること
を目標とします。 
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事業者の環境パフォーマンスの把握状況 
 

環境負荷データの把握状況

39.9

40.9

42.5

38.2

34.0

33.3

19.6

22.7

20.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成12年度

平成13年度

平成14年度

環境負荷データの全てを把握 環境負荷データの一部を把握 把握していない その他 回答なし

（Ｎ＝2,967）

（Ｎ＝2,898）

（Ｎ＝2,689）

 
（環境省 平成 14年度環境にやさしい企業行動調査結果より） 

 

把握している環境負荷データの種類（複数回答）

43.5

78.9

89.3

0.7

1.8

41.6

44.8

55.2

30.6

36.0

46.1

51.9

54.0

68.3

74.6

86.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答なし

その他

フロン等使用量

包装材使用量

原材料使用量

化学物質使用量

大気汚染物質排出量

二酸化炭素排出量

騒音・振動・臭気

水質汚濁物排出量

ＰＲＴＲ法対象物質排出移動量

水資源使用量

燃料使用量

紙使用量

エネルギー使用量

廃棄物排出量

平成14年度（Ｎ＝2,247）

 

（環境省 平成 14年度環境にやさしい企業行動調査結果より） 
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事事業業者者のの環環境境パパフフォォーーママンンスス指指標標ガガイイドドラライインン  

－－２２００００２２年年度度版版－－概概要要版版  

 
ⅠⅠ．．ガガイイドドラライインン改改訂訂のの趣趣旨旨                                                
１．ガイドラインの趣旨と改訂の経緯 
環境省では「事業者の環境パフォーマンス指標（2000年度版）」（以下「ガイドライ

ン（2000年度版）」という。）を平成13年２月に公表し、平成13年度にはガイドライン
をより有用なものにするため、21社の民間企業の参加による『「事業者の環境パフォー
マンス指標（2000年度版）」の試行に係る事業』を実施し、事業者の立場から見た課題
の抽出を行ってきたところです。また、ガイドライン（2000年度版）の策定と前後し
て、平成12年には「持続可能な社会の構築」を基本理念として掲げた環境基本計画が閣
議決定されるなど、我が国の持続可能な社会の理念やそれに向けた環境政策の体系の具

体像が整い、国民や事業者の関心も高まってきているところです。 
 
こうしたことから、事業者における環境パフォーマンス指標においても、事業者にと

って一層使いやすいもので、かつ、持続可能な社会の構築に向けた環境政策や環境経営

の進捗の状況に沿ったものとするために、今回の改訂を行うことにしました。 
 
２．ガイドライン改訂のポイント 
（１）コア指標の整理 
ガイドライン（2000年度版）では、共通コア指標、業態別コア指標が合わせて８０
あり、その重要性や取組の優先順位がかならずしも明確ではありませんでした。今回の

改訂では、環境基本計画に基づいて、地球温暖化対策の推進、物質循環の確保と循環型

社会の形成を念頭に置いた、「マテリアルバランス」の観点から９つのコア指標を体系

的に整理し、コアセット1としました。これにより、各指標の位置づけを明確にすると

ともに、事業者が取り組むべき指標の優先度を示しました。 
 
（２）指標選択の幅の拡大 
ガイドライン（2000年度版）では、事業者の業態を４つに区分し、業態別コア指
標を設定していました。しかしながら、事業の多角化や連結経営重視の経営を実践

している事業者にとって、必ずしも「業態」が環境負荷の観点からの事業特性を的

                                                      
1 コアセットは、マテリアルバランスの観点から、事業活動に直接的に関わる９つのコア指標をセットで
把握することを基本としています。ただし、インプットとアウトプットの指標数値を足し合わせたもの
が、バランスするということを意味しているわけではありません。 
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確に表しているとはいえないことから、本ガイドラインでは業態による指標分類を

なくしました。ほぼ全ての事業者に共通し、環境政策上も重要と考えられる指標を

コア指標として集約・整理し、それ以外の指標についてはサブ指標とし、事業者の

判断によるものとして、選択の幅を拡げました。 

図 1 事業活動とコア指標との関係図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コア指標 
持続可能な社会の構築に向けた事業活動と環境負荷との関係から全ての事業者

において把握することが重要と考えられる指標です。 
本ガイドラインでは、マテリアルバランスの観点から図１の９つの指標を「コア

指標」と設定しました。コア指標は、それぞれをバラバラではなく、１つのセット

（「コアセット」）として一体で把握、管理することが望まれます。ただし、コアセ

ットは物量的な情報の把握に重点をおいた指標で構成されているため、より的確に

事業者の環境パフォーマンスを把握、管理するには、サブ指標の中から事業特性を

的確に捉え、かつ、コアセットを質的に補完するサブ指標との組み合わせで管理し

ていくことが望まれます。 
 
サブ指標 
コア指標以外の指標で、事業の特性に応じた環境負荷の状況や環境への取組及びその

効果を把握・管理するための指標で、事業者が必要に応じて選択するものです。 
サブ指標は以下の項目に分類されます。 

⑧廃棄 物最終処分量

②総物 質投入量

③水資 源投入量

事 業 活 動事 業活動

インプ ット ア ウ トプ ット

⑨ 総 排水量

⑦ 廃棄物等
総排出 量

⑤化学物質排出量 ・移 動 量

⑥総製 品生産量又は
総製品販売量

① 総エネル ギー投入量
④温室効果 ガス

排出量

⑧廃棄 物最終処分量

②総物 質投入量

③水資 源投入量

事 業 活 動事 業活動

インプ ット ア ウ トプ ット

⑨ 総 排水量

⑦ 廃棄物等
総排出 量

⑤化学物質排出量 ・移 動 量

⑥総製 品生産量又は
総製品販売量

① 総エネル ギー投入量
④温室効果 ガス

排出量
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・コア指標を質的に補完する指標 
・全ての事業者には適合するものではないが、環境上重要な指標 
・持続可能な社会の構築に向けて今後重要になる指標 
・環境マネジメント指標 
・経営関連指標 

その他にも、事業者が従来から使用している指標を加えることができます。 
 
ⅡⅡ．．  環環境境パパフフォォーーママンンスス指指標標のの枠枠組組みみ                                      
１．オペレーション指標 
事業活動を実施することに伴う環境負荷を捉える指標。 
事業活動全体の物質・エネルギーのインプット・アウトプットを把握するマテリ

アルバランスの考え方に基づき、事業活動の全体像が把握できることに主眼をおい

た指標の構成としました。また、持続可能な社会の構築に向けての必要要件である、

物質循環の促進、地球温暖化の防止、資源・エネルギー効率及び環境効率の向上に

資する指標を中心に整理しています。 
 

２．環境マネジメント指標 
事業活動に係る資源を管理・運用する手法・組織、事業者が実施する環境に関する社

会貢献活動等に関する指標。 
定性的に把握する項目に関しては環境報告書での記載事項として環境報告書ガイド

ラインで取り扱うこととし、本ガイドラインでは定量的に把握できる項目について整理

しました。 
 
３．経営関連指標 
事業活動の結果としての経済活動や事業活動を行うための資源に関する指標。 
経営関連指標は、環境への影響を直接示す指標ではありませんが、持続可能な社会を

実現していくためには、資源・エネルギーの使用の効率化を図るとともに、経済活動の

単位当たりの環境負荷を低減していく必要があることから、それらを把握するために必

要な指標として、環境パフォーマンス指標に位置づけています。 
 
ⅢⅢ．．  個個別別指指標標のの要要点点                                                      
各指標についての環境上の課題と指標の意義、用語の定義、算定に当たっての留意点

を示しました。さらに、コア指標とそれを補完するサブ指標については、その関係を明

示し、指標の位置づけを明確にしました。 
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表 1 環境パフォーマンス指標の構成 

オ ペ レ ー シ ョ ン 指 標

コ ア 指 標 イ ン プ ッ ト ① 総 エ ネ ル ギ ー 投 入 量
② 総 物 質 投 入 量
③ 水 資 源 投 入 量

ア ウ ト プ ッ ト ④ 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量
⑤ 化 学 物 質 排 出 量 ・移 動 量
⑥ 総 製 品 生 産 量 又 は 総 製 品 販 売 量
⑦ 廃 棄 物 等 総 排 出 量
⑧ 廃 棄 物 最 終 処 分 量
⑨ 総 排 水 量

サ ブ 指 標 ・投 入 エ ネ ル ギ ー の 内 訳
・資 源 の 種 類 、 投 入 時 の 状 態
・水 源 の 内 訳
・京 都 議 定 書 対 象 ６ 物 質 の 排 出 量 の 内 訳

・排 出 活 動 の 内 訳
・ P R T R 対 象 物 質 の 排 出 量 ・移 動 量
・ そ の 他 管 理 対 象 物 質 排 出 量
・重 量 以 外 の 単 位 に よ る 生 産 量 又 は 販 売 量

・環 境 負 荷 低 減 に 資 す る 製 品 サ ー ビ ス
　 の 生 産 量 又 は 販 売 量
・環 境 ラ ベ ル 認 定 等 製 品 の 生 産 量 又 は 販 売 量

・容 器 包 装 使 用 量
・廃 棄 物 等 の 処 理 方 法 の 内 訳
・廃 棄 物 等 の 種 類 の 内 訳
・排 水 先 の 内 訳
・水 質

・事 業 者 内 部 で の 水 の 循 環 的 利 用 量
・ S ０ x 、 N ０ x排 出 量
・排 出 規 制 項 目 排 出 濃 度
・指 定 物 質 排 出 濃 度
・騒 音 ・振 動 、 悪 臭
・窒 素 、 燐
・排 水 規 制 項 目 排 出 濃 度
・事 業 者 内 部 で 再 使 用 さ れ た 循 環 資 源 の 量

・ 事 業 者 内 部 で 再 生 利 用 さ れ た 循 環 資 源 の 量

・ 事 業 者 内 部 で 熱 回 収 さ れ た 循 環 資 源 の 量

・ 製 品 群 毎 の エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率
・ Ｃ Ｏ ２ 排 出 総 量 （ 製 品 等 ）

・ 製 品 群 ご と の 再 使 用 ・ 再 生 利 用 可 能 部 分 の 比 率

・ 使 用 済 み 製 品 、 容 器 ・ 包 装 の 回 収 量

・ 回 収 し た 使 用 済 み 製 品 、 容 器 ・包 装 の 再 使 用 量 、

　 再 生 利 用 量 、 熱 回 収 量 及 び 各 々 の 率

・土 壌 ・地 下 水 ・底 質 の 汚 染 状 況
・緑 化 ・植 林 、 自 然 修 復 面 積
・化 学 物 質 保 有 量

コ ア 指 標 を 質 的
に 補 完 す る 指 標

・ 全 て の 事 業 者
に は 適 合 す る も
の で は な い が 、
環 境 上 重 要 な 指
標

・ 持 続 可 能 な 社
会 の 構 築 に 向 け
て 今 後 重 要 と な
る 指 標

 
環 境 マ ネ ジ メ ン ト 指 標

サ ブ 指 標 環 境 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム
環 境 保 全 の た め の 技 術 、製 品 ・サ ー ビ ス の 環 境 適 合 設 計 等 の 研 究 開 発

環 境 会 計
グ リ ー ン 購 入
環 境 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 及 び パ ー ト ナ ー シ ッ プ
環 境 に 関 す る 規 制 遵 守
安 全 衛 生 ・健 康
環 境 に 関 す る 社 会 貢 献

経 営 関 連 指 標

サ ブ 指 標 経 営 指 標 売 上 高
製 品 ・サ ー ビ ス の 生 産 高
延 べ 床 面 積
従 業 員 数
等
環 境 効 率 性 を 表 す 指 標
異 な る 環 境 負 荷 指 標 を 統 合 し た 指 標

※ コ ア 指 標 の 数 字 は 、 「図 １ 　 事 業 活 動 と コ ア セ ッ ト と の 関 係 図 」の
　 数 字 に 対 応

経 営 指 標 と 関
連 づ け た 指 標

・オ ペ レ ー シ ョ ン
指 標 と の 組 み 合
わ せ で 効 率 を 示
す 指 標

 



 
事業者の環境会計への取組 
 

環境会計の導入状況

13.2

16.9

19.3

24.5

20.0

15.5

51.5

50.1

51.3

8.0

8.6

8.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成12年度

平成13年度

平成14年度

既に導入 導入を検討 導入していない
環境会計を知らない 環境会計について関心がない その他
回答なし

（Ｎ＝2,898）

（Ｎ＝2,689）

（Ｎ＝2,967）

 
（環境省 平成 14年度環境にやさしい企業行動調査結果より） 

 
 

社内における環境会計の利用方法（複数回答）

52.7

41.2

38.2

25.0

17.5

11.3

1.9

0 10 20 30 40 50 60

回答なし

その他

規制強化等の対策の為の支出額の管理

投資効果分析

コスト削減

自主的な取組の支出額の管理

費用対効果の分析

％
平成14年度（N=573）

 
（環境省 平成 14年度環境にやさしい企業行動調査結果より） 

 

参考資料１０



 - 1 - 

「環境会計ガイドライン改訂検討会報告書」の概要 
 

環境会計ガイドラインの改訂にあたって                 
（１） 環境会計ガイドラインの公表と改訂の経緯 

 平成 13年２月に公表した「事業者の環境パフォーマンス指標（2000年度版）」や
同年５月公表の「環境会計ガイドブックⅡ」の成果、実務上の最新動向の反映等によ
り実用性を向上させるための改訂を行った。 

（２） 環境会計ガイドラインの目的 
利害関係者が企業等の姿勢や取組を正しく理解し、評価するという社会的動向を踏
まえ、企業等の環境会計の導入・実践を支援すること。 

（３） 環境会計ガイドライン改訂にあたっての基本的考え方 
 国内外での研究動向や実践状況を勘案し、環境会計の共通に活用できる考え方を示
した。 

 

環境会計ガイドライン（2002 年版）               

は じ め に                            
（１） 環境会計に取り組む背景 

 環境会計への取組は、環境経営の一環であり、環境報告書を通じて環境情報の開示
が進展してきている。 

（２） 環境会計の必要性 
 環境保全対策についての経営管理上の合理的な意思決定のため、また、情報開示に
よって利害関係者に対する説明責任を果たすための手段として重要。 

（３） 本ガイドラインで取扱う環境会計の手法 
    主として企業等を対象とする環境会計の手法。 
 

１．環境会計とは                           
1.1 環境会計の定義 
 企業等が、持続可能な発展を目指して、社会との良好な関係を保ちつつ、環境保全
への取組を効率的かつ効果的に推進していくことを目的として、事業活動における環
境保全のためのコストとその活動により得られた効果を認識し、可能な限り定量的
（貨幣単位又は物量単位）に測定し伝達する仕組み。 

1.2 環境会計の機能と役割 
内部機能：企業等の環境管理情報システムの一環として、環境保全コストの管理や、

環境保全対策のコスト対効果の分析を可能にし、適切な経営判断を通じて
効率的かつ効果的な環境保全への取組を促す機能。 

外部機能：企業等の環境保全への取組を定量的に測定した結果を開示することによっ
て、消費者や投資家、地域住民等の利害関係者の意思決定に影響を与える
機能。 
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1.3 環境会計の一般的要件 
 （１）目的適合性：重要性 
 （２）信頼性：正当性、実質性、中立性、網羅性、慎重性 
 （３）明瞭性 
 （４）比較可能性 
 （５）検証可能性 
 

1.4 環境会計の構成要素 
 次の図にあるように、３つの構成要素からなる。 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

２．環境会計の基本事項                        
 環境会計において基本となる重要な事項として、対象期間、集計範囲、環境保全コス
トの算定基準、環境保全効果の算定基準、環境保全対策に伴う経済効果の算定基準を示
した。 
 

３．コスト及び効果の算定                       

 3.1 環境保全コスト 
  環境保全コストの分類 

分類 内容 
事業エリア内コスト 主たる事業活動により事業エリア内で生じる環境

負荷を抑制するための環境保全コスト 
上・下流コスト 主たる事業活動に伴ってその上流又は下流で生じ

る環境負荷を抑制するための環境保全コスト 
管理活動コスト 管理活動における環境保全コスト 
研究開発コスト 研究開発活動における環境保全コスト 
社会活動コスト 社会活動における環境保全コスト 
環境損傷対応コスト 環境損傷に対応するコスト 
その他コスト その他環境保全に関連するコスト 

 
 

（２）環境保全効果  [物量単位] 
●環境負荷の発生の防止、抑制又は回避、影響

の除去、発生した被害の回復又はこれらに資

する取組による効果 

（３）環境保全対策に伴う経済効果 [貨幣単位] 
●環境保全対策を進めた結果、企業等の利益

に貢献した効果 

（１）環境保全コスト  [貨幣単位] 
●環境負荷の発生の防止、抑制又は回避、

影響の除去、発生した被害の回復又はこれ

らに資する取組のための投資額及び費用額 
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 3.2 環境保全効果 
  環境保全効果の分類 
環境保全効果を体系的に整理するため、事業活動との関連から４区分した。 
・事業活動に投入する資源に関する環境保全効果 
・事業活動から排出する環境負荷及び廃棄物に関する環境保全効果 
・事業活動から産出する財・サービスに関する環境保全効果 
・輸送その他に関する環境保全効果 

  環境保全効果の表現方法 
 環境パフォーマンス指標を用いた環境保全効果の指標について次表のとおり提示。 

環境保全効果の指標（事業活動との関連による区分） 
 ●減少値の指標 ○増加値の指標 

【エネルギーの投入】 

●エネルギー消費量の減少 

 

○エネルギー消費量における再生可

能エネルギーの比率の増加 

【水の投入】 

●水使用量の減少 

 

 

【各種資源の投入】 

●各種資源の投入量の減少 

 

○資源投入量における再生資源の比

率の増加 

事業活動に投
入する資源に
関する環境保
全効果 

【その他】  

【大気への排出等】 

●環境負荷物質の排出量の減少 

●騒音、振動の減少 

●悪臭の減少 

 

【水域、土壌への排出】 

●排水量の減少 

●環境負荷物質の排出量の減少 

 

 

 

【廃棄物等の排出】 

●廃棄物等の総排出量の減少 

●有害な廃棄物の排出量の減少 

●廃棄物中の環境負荷物質の含有量

の減少 

 

○廃棄物等の総排出量における循環

的な利用量の比率の増加 

事業活動から
排出する環境
負荷及び廃棄
物に関する環
境保全効果 

【その他】  

事業活動から

産出する財・

サービスに関

する環境保全
効果 

●使用時の環境負荷の減少 

●廃棄時の環境負荷の減少 
○回収された使用済み製品、容器、包

装における循環的な利用量の比率

の増加 

輸送その他に

関する環境保
全効果 

●輸送量の減少 

●輸送に伴う環境負荷の減少 

 

 
  環境保全効果の算定方法 
 環境保全効果の具体的な算定方法として、基準期間との単純比較による方法、基準
期間との事業活動量調整比較による方法を示した。 
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 3.3 環境保全対策に伴う経済効果 
 環境保全対策に伴う経済効果の内容 
 環境保全対策に伴う経済効果を体系的に整理するため、その根拠の確実さの程度に
よって、実質的効果と推定的効果とに分け、実質的効果についてはさらに収益と費用
節減に整理した。 

  環境保全対策に伴う経済効果の算定方法 
 環境保全対策に伴う経済効果の具体的な算定方法を収益と費用節減の別に示した。
費用節減の場合は、基準期間との単純比較による方法、基準期間との事業活動量調整
比較による方法を示した。 

 

４．環境会計情報の開示                        
4.1 環境会計の開示において記載すべき事項 

 環境会計において基本となる重要な事項、環境会計の集計結果、環境会計の集計
結果に対する説明、環境報告書の他の項目との関連等を示した。 

 4.2 環境会計公表用フォーマット 
   次ページ参照。 
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総合的効果対比型フォーマット 

集計範囲：（                ） 

対象期間： 年 月 日～ 年 月 日  

単   位：（    ）円 
 

環   境   保   全   コ   ス   ト 

分  類 主な取組の内容 投資額 費用額 

（1） 事業エリア内コスト 

 

 

 

   

(1)-1 公害防止コスト  

   

(1)-2 地球環境保全コスト  

   

内

訳

(1)-3 資源循環コスト  

   

（2） 上・下流コスト 

 

 

 

   

（3） 管理活動コスト 

 

 

 

   

（4） 研究開発コスト 

 

 

 

   

（5） 社会活動コスト 

 

 

 

   

（6） 環境損傷対応コスト 

 

 

 

   

 

○上記(1)～(6)に当てはまらないコストで環境保全に関連するコストがあり、それを(7)その他コストとし

て記載する場合には、範囲が不明確にならないように内容や理由について開示します。 

 
項   目 内   容   等 金   額 

当該期間の投資額の総額   

当該期間の研究開発費の総額   

（公表用Ｃ表） 
 
 
 

環境保全効果 

環境保全効果を表す指標 
効果の内容*1 

指標の分類 指標の値*2 

エネルギーの投入  

水の投入  

各種資源の投入  

①事業活動に投入する

資源に関する効果 

  

大気への排出等  

水域、土壌への排出  

廃棄物等の排出  

②事業活動から排出する

環境負荷及び廃棄物に

関する効果 
  

  

(1)
事業エリア内コストに

対応する効果 

その他 

  

  

  

③事業活動から産出する

財・サービスに関する効

果*3   

  

(2)
上・下流コストに対応

する効果 
その他 

  

  ④輸送その他に関する効

果   

  
(3)
その他の 

環境保全効果 その他 

  

*1 環境保全効果を、環境保全コストの各分類に対応させて集計するのが実務上困難な場合は、環

境保全効果を、上表の(1)～(3)に分けなくても構いません。 

*2 量で表す指標の場合は、基準期間と当期とで環境負荷の総量の差として記載します。なお、原単

位を比較した差を併記することも可能です。 

*3 事業活動から産出する財・サービスの使用時、廃棄時の環境保全効果の算定には、仮定が多く含

まれるので、他の効果と判別できるようにします。 
環境保全対策に伴う経済効果   －実質的効果― 

効果の内容 金   額 

主たる事業活動で生じた廃棄物のリサイクル又は使用済

み製品等のリサイクルによる事業収入 
 

収益 

  

省エネルギーによるエネルギー費の節減  

省資源又はリサイクルに伴う廃棄物処理費の節減  費用節減 

  




